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民
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�

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

(

同

)

…

�

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職

員

課)

…

�

規

則

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則

(

平
成
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
八
号
及
び
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

公
益
社
団
法
人
あ
お
も
り
農
林
業
支
援
セ
ン
タ
ー

九

公
益
財
団
法
人
青
森
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
公
社

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

青 森 県 報平成25年７月５日 金曜日 第3713号 �

区

分

名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

変
更
年
月
日

変
更
前

新
郷
村
国
民
健
康
保
険

新
郷
診
療
所

変
更
後

新
郷
村
国
民
健
康
保
険

診
療
所

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
中
野
平

一
七
の
一

平
成
��

･

�･

��

氏

名

住

所

休
止
年
月
日

若
崎

恵

阿
子
島

理
保

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
梅
内
字
桐
萩
二
四
四
の
三
リ
ブ
レ

ハ
ウ
ス
長
根
Ｄ

青
森
市
大
字
筒
井
字
八
ツ
橋
五
一
の
九

平
成
��･

�･

��

��･

�･

��

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

児
童
発
達

支
援

は
ぁ
と

弘
前
市
大
字
熊
嶋

字
亀
田
一
八
三
の

二

平
成

��

･

�･

�	

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

は
ぁ
と

弘
前
市
大
字
熊
嶋

字
亀
田
一
八
三
の

二

〃

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

児
童
発
達

支
援

児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー

は
ぁ
と

弘
前
市
大
字
熊
嶋

字
亀
田
一
八
三
の

二

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

は
ぁ
と

弘
前
市
大
字
熊
嶋

字
亀
田
一
八
三
の

二

〃

社
会
福
祉
法

人
七
峰
会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

保
育
所
等

訪
問
支
援

保
育
所
等
訪

問
支
援
は
ぁ

と

弘
前
市
大
字
熊
嶋

字
亀
田
一
八
三
の

二

〃
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大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

三
戸
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
下
比
良
一
八
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
三
戸
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
三
戸
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六

の
二
五

代
表
取
締
役

宮
地
�
明

変
更
無
し

株
式
会
社
サ
ン
デ
ー

八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
二
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

宮
下
直
行

株
式
会
社
サ
ン
デ
ー

八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
二
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

川
村
暢
朗

平
成

��･

�･

��

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六

の
二
五

代
表
取
締
役

宮
地
�
明

変
更
無
し

株
式
会
社
サ
ン
デ
ー

八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
二
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

宮
下
直
行

株
式
会
社
サ
ン
デ
ー

八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
二
の
一
〇

代
表
取
締
役
社
長

川
村
暢
朗

平
成

��･

�･

��

株
式
会
社
大
創
産
業

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁

目
四
の
一
四

代
表
取
締
役

矢
野
博
丈

変
更
無
し

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十
四
条
東

二
十
丁
目
一
の
二
一

代
表
取
締
役

鶴
羽
樹

変
更
無
し

株
式
会
社
長
吉
屋

三
沢
市
松
園
町
三
丁
目
二
の
七

代
表
取
締
役

吉
田
憲
司

変
更
無
し

� �
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

三
上
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

三
上

一
冶

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
宮
地
字
宮
本
一
九
二
の
一
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
一
七
二
〇
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

オ
オ
ク
ボ
塗
装
工
業
所

二

氏
名

大
久
保

良
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
八
太
郎
山
一
〇
の
一
〇
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
三
〇
〇
一
六
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

拓
興
業

二

氏
名

三
上

康
拓

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
末
広
町
二
九
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
四
〇
〇
三
一
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
岡
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

岡
山

孝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
塔
ノ
沢
山
三
一
五
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
一
三
三
三
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可
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管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
大
阪

二

代
表
者
の
氏
名

大
坂

義
春

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字
八
斗
沢
一
九
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
三)

第
一
〇
一
九
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
六
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
砂

土
路
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

上
北
地
域
県
民
局
長

三

上

俊

孝

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
浦
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

上
北
地
域
県
民
局
長

三

上

俊

孝

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

定
款
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
八
月
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

七
戸
町
役
場
及
び
東
北
町
役
場

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則)
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
市
の
項
中

｢
｢

を

に

｣
｣

改
め
、
同
表
弘
前
市
の
項
中｢

、
局
長｣

及
び｢

、
検
査
室
長｣

を
削
り
、｢

法
規
、
予
算
、
人
事
、

事
務
管
理
、
庁
中
取
締
り｣
を

｢

事
務
管
理
、
人
事
、
法
規
、
予
算
、
庁
舎
管
理｣

に
、

｢

法
規
係

長
、
財
政
係
長
、
研
修
厚
生
係
長
、
職
員
係
長
、
庁
舎
係
長｣

を

｢

主
幹

(

事
務
管
理
、
人
事
、
法

規
、
予
算
担
当)

、
財
産
係
長｣
に
、

｢

事
務
管
理
担
当)

、
主
査

(

秘
書
、｣

を

｢

秘
書
、
事
務

管
理
、
人
事
、
予
算
担
当)

、
主
査

(｣
に
、

｢

教
育
総
務
課
課
長
補
佐

(

人
事
担
当)
｣

を

｢

室

長

(

課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)
、
教
育
政
策
課
課
長
補
佐
、
学
務
健
康
課
課
長
補
佐｣

に
、

｢

教
育
総
務
課
総
務
係
長
、
人
事
係
長｣
を
、

｢

教
育
政
策
課
総
務
係
長｣

に
、

｢

清
掃
事
業

所｣

を

｢

環
境
事
業
所｣

に
改
め
、
同
表
八
戸
市
の
項
中

｢
(

職
員
団
体｣

を

｢
(

人
事
担
当)

、

主
査(

職
員
団
体｣

に
、｢

場
長
、｣

を｢

市
場
長
、｣
に
改
め
、
同
表
十
和
田
市
の
項
中｢

法
規
、

秘
書
、
人
事｣

を

｢

事
務
管
理
、
法
規
、
人
事
、
秘
書｣

に
、
｢
行
政
文
書
係
長
、
職
員
係
長｣

を

｢

法
制
文
書
係
長
、
人
事
研
修
係
長｣

に
、

｢
｢

を

に

｣
｣

改
め
、

｢

人
事
担
当)

｣

の
下
に

｢

、
学
務
係
長｣

を
加
え
、
同
表
三
沢
市
の
項
中

｢
、
政
策
推
進

監｣

を
削
り
、

｢

｢

を

に

｣

｣

改
め
、
同
表
む
つ
市
の
項
中

｢

、
総
括
主
幹

(

法
規
担
当)

｣

を
削
り
、

｢

主
幹

(

人
事｣

を

｢

主

幹

(

法
規
、
人
事｣

に
、

｢

人
事
、
予
算｣

を

｢

予
算｣

に
、

｢

法
規
、｣

を

｢

法
規
、
人
事
、｣

に
、

｢

課
長
、
主
幹｣

を

｢

課
長
、
総
括
主
幹｣

に
改
め
、
同
表
つ
が
る
市
の
項
中

｢

法
規｣

の
下

に｢

、
秘
書｣

を
加
え
、｢

、
秘
書
室
室
長
補
佐｣

を
削
り
、｢

教
育
長｣

の
下
に｢

、
教
育
部
長｣

を
加
え
、

｢
｢

を

に

｣
｣

改
め
、
同
表
平
内
町
の
項
中

｢

課
長
、｣

を

｢

課
長
、
防
災
管
理
監
、｣

に
、

｢

事
務
管
理｣

を

｢

予
算｣

に
、｢

予
算｣

を｢

人
事｣

に
改
め
、｢

、
総
務
課
課
長
補
佐(

人
事
担
当)

｣

を
削
り
、

同
表
鯵
ケ
沢
町
の
項
中｢

、
室
長｣

及
び｢

、
政
策
推
進
課
副
参
事(

財
政
・
行
財
政
改
革
担
当)

｣

を
削
り
、
同
表
藤
崎
町
の
項
中

｢
｢

を

に

｣
｣

改
め
、
同
表
野
辺
地
町
の
項
中

｢

企
画
財
政
課｣

を

｢

財
政
課｣

に
改
め
、

｢

、
総
務
課
総
括
主
幹

(

人
事
担
当)

｣

を
削
り
、
同
表
東
北
町
の
項
中

｢

課
長
補
佐｣

を

｢

副
参
事｣

に
改
め
、
同
表
お

い
ら
せ
町
の
項
中

｢

財
政
課
課
長
補
佐｣

を

｢

企
画
財
政
課
課
長
補
佐

(

予
算
担
当)

｣

に
改
め
、

同
表
風
間
浦
村
の
項
中

｢

会
計
管
理
者
、
課
長｣

を

｢

会
計
管
理
者｣

に
改
め
、
同
表
階
上
町
の
項

中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

庶
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
、
財
政
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に

改
め
、
同
表
三
戸
郡
町
村
会
館
管
理
組
合
の
項
を
削
り
、
同
表
中
部
上
北
広
域
事
業
組
合
の
項
中｢

、

松
風
荘
園
長｣

を
削
り
、
同
表
下
北
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中

｢

事
務
局
長｣

の
下
に

｢

、

事
務
局
次
長｣

を
加
え
、
同
表
上
北
地
方
教
育
・
福
祉
事
務
組
合
の
項
中

｢

、
か
ら
ま
つ
寮
園
長｣

を
削
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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市
民
セ
ン
タ
ー

館
長

市
民
セ
ン
タ
ー

館
長

(

中
央
市
民
セ

ン
タ
ー
に
置
く
も
の

に
限
る
。)

議
会
事
務
局

事
務
局
長

議
会
事
務
局

事
務
局
長
、
総
括
参

事

出
先
機
関

給
食
セ

ン
タ
ー

病
院

所
長

院
長
、
副
院
長
、

医
療
局
長
、
看

護
局
長
、
事
務

局
長
、
課
長

出
先
機
関

給
食
セ

ン
タ
ー

所
長

出
先
機
関

出
張
所

支
所

所
長

支
所
長

出
先
機
関

出
張
所

所
長

出
先
機
関

出
張
所

農
業
委

員
会
事

務
局

所
長

事
務
局
長

農
業
委

員
会
事

務
局

事
務
局
長

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


